
宮 崎 県 公 報

宮崎県告示第 578号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第９条の５第１項の規定によ

り、公有水面埋立てによってあらたに生じた次の表に掲げる土地を

確認した旨、串間市長から届出があった。

平成19年６月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

上記地番は、平成19年１月18日の登記記録による。

宮崎県告示第 579号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第20条の規定により、次の

とおり事業の認定をした。

平成19年６月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 起業者の名称

小林市

２ 事業の種類

小林市立市民病院改築事業

３ 起業地

茨 収用の部分

小林市大字細野字一本杉地内

芋 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由

茨 土地収用法第20条第１号の要件への適合性について

本件事業は、土地収用法（昭和26年法律第 219号）第３条第

24号に規定する「地方公共団体が設置する病院」に関する事業

に該当する。

このため、本件事業は、土地収用法第20条第１号の要件を充

足すると判断される。

芋 土地収用法第20条第２号の要件への適合性について

小林市立市民病院（以下、「小林市民病院」という。）は、

「小林市立市民病院事業の設置等に関する条例」に基づき、小

林市が設置を行うものである。

小林市は、本件事業を行うに当たり、地域住民や医師等から

なる「小林市立市民病院改築基本計画策定委員会・幹事会」を

設置し、平成18年３月に改築の必要性や市民病院のあり方等を

検討し、「小林市立市民病院改築基本計画」を策定した。平成

19年から十年間の市のあり方を定めた「小林市総合計画」にお

いても「助け合いともに生きる生涯現役のまち」として医療の

充実を掲げ、「小林市民病院改築基本計画」に沿った小林市民

病院の改築を定めている。

また、平成18年度及び平成19年度において、予算計上を行っ

ており、起債についても小林市議会の承認を得ているなど財源

措置が講じられており、小林市は、事業を遂行する充分な権能

を有すると認められる。

以上により、本件事業は、土地収用法第20条第２号の要件を

充足すると判断される。

鰯 土地収用法第20条第３号要件への適合性について

臼 申請事業の施行により得られる公共の利益について

小林市民病院は、昭和47年５月に現在地に移転新築され、

小林市内唯一の公的医療機関として地域医療を担っている。

また、宮崎県が平成15年５月に策定した「第４次宮崎県保

健医療計画」においては、周辺のえびの市、高原町、野尻町

を合わせた西諸医療圏の中核病院として、２次救急医療施設

や救急告示施設、災害拠点病院の指定を受け、また、第二種

感染症指定医療機関とされるなど小林市内に留まらない広域

的な役割を担うこととされている。

しかしながら、近年の疾病構造の変化や医療技術の進歩、

施設の老朽化等により、以下の問題が生じている。

ア 医療需要の変化に対応するため、病床の再編や医療機器

の導入を行った結果、施設が狭隘となり医療法施行規則の

構造設備基準を満たさない病室が多数ある状況となり、日

常の診療活動に支障が出るばかりでなく、患者にも負担を

与えている。

イ 昭和５６年に改正された建築基準法施行令の耐震基準を満

たしておらず、被災時に災害拠点病院としての機能を十分
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発揮できるか危惧されている。

ウ 西諸医療圏には、小林市民病院以外に大規模な医療施設

がなく、疾病によっては患者を遠方に搬送せざるを得ず、

患者に大きな負担をかけている。

本件事業は、現在の病院施設の隣接地に新たな施設を建築

することで、施設の抜本的な改善を図るものであり、上記の

諸問題を解消し、西諸医療圏における中核医療施設として、

安心と信頼のもてる医療体制の確立に寄与し、高齢化の進展

による今後の医療需要の増加にも対応するものである。

以上のように、本件事業の施行により得られる公共の利益

は、相当程度存するものと認められる。

渦 申請事業の施行により失われる利益について

本件事業の施行により宅地及び畑が失われるが、起業地は、

小林市街地の周辺にあり希少動植物の報告もなく、自然環境

への影響は軽微であると認められる。また、文化財保護法に

よる周知の埋蔵文化財包蔵地はなく、試掘調査においても文

化財は発見されていない。なお、起業地周辺に住家が多くあ

るため、住環境への影響が考えられるが、起業者は、騒音等

を軽減し工期短縮を図る工法を採用するなど施工中の影響の

軽減に努めるとしている。

以上のように、本件事業の施行により失われる利益は、軽

微であると認められる。

嘘 代替案の検討について

本件起業地の選定に当たっては、

ア 交通の利便性

イ 移転による診療活動への影響

ウ 給排水設備や配電等の整備状況

等の条件を満たす３つの候補地を比較した結果、申請案は、

現在の病院敷地と隣接する市有地を利用するため、民地の潰

れ地が少なく、現在の小林市民病院の社会的インフラがその

まま利用可能である。また、隣接地であるため、移転に当た

っての診療活動への影響も他の案と比較して少なく、事業費

の面でも最も経済的である。

以上のように、本件事業の起業地は、最も適切であると認

められる。

唄 比較衡量

臼で述べた得られる公共の利益と渦で述べた失われる利益

を比較衡量した結果、本件事業の施行により得られる公共の

利益は十分存するものと認められるとともに、嘘で述べたよ

うに、本件起業地は、他の候補地と比較して最も合理的であ

ると認められる。

以上のことから、本件事業は、土地収用法第20条第３号の

要件を充足するものと判断される。

允 土地収用法第20条第４号の要件への適合性について

臼 申請事業を早期に施行する必要性

本件事業は、鰯臼で述べたように、小林市民病院を改築し、

西諸医療圏における安心と信頼のもてる医療体制の確立に寄

与することを目的とした事業である。建築基準法施行令の耐

震基準や医療法施行規則の構造施設基準を満たしていない現

在の施設の改善は、他に中核医療施設のない西諸医療圏の現

状と併せ、緊急の課題である。

よって、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認

められる。

渦 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、病院施設に必要な機能を

実現するための施設、駐車場、通路等の設置に必要な範囲で

あると認められる。

さらに、起業地の範囲は、一時的な使用に供されるものは

存在せず、使用の手段には馴染まないため、収用又は使用の

別についても、合理的であると認められる。

嘘 収用し又は使用する公益上の必要性

以上から、本件事業は土地を収用する公益上の必要がある

と認められるため、土地収用法第20条第４号の要件を充足す

ると判断される。

印 結論

茨から允までにおいて述べたように、本件事業は、土地収用

法第20条各号の要件を充足すると判断される。

以上の理由により、本件事業について土地収用法第20条の規

定に基づき、事業の認定をするものである。

５ 土地収用法第26条の２第２項に規定する図面の縦覧場所

小林市立市民病院事務所

宮崎県告示第 580号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成19年６月28日から平成19年７月12日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 581号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成19年６月28日から平成19年７月12日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

582.07.4 〜

12.7

旧小林市大字

細野字夷守

4922番６地

先から同市

同大字同字

4892番３地

先まで

霧島公

園小林

線

県道104

582.010.8 〜

13.9

新

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

33.019.6 〜

26.5

旧小林市大字

北西方字西

ノ迫6131番

52地先から

同市同大字

石阿弥

陀五日

市線

県道404

33.020.0 〜

35.4

新
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宮崎県告示第 582号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成19年６月28日から平成19年７月12日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 583号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成19年６月28日から平成19年７月12日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 584号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第

57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域に指定する。

平成19年６月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 竹の枝尾地区

茨 区域の表示

標柱１号から標柱１３号までを順次結んだ線及び標柱１号と標

柱１３号を結んだ線により囲まれた土地の区域

芋 標柱の表示

２ 松ヶ原地区

茨 区域の表示

標柱１号から標柱９号までを順次結んだ線及び標柱１号と標

柱９号を結んだ線により囲まれた土地の区域

芋 標柱の表示

３ 塩浜第３地区

茨 区域の表示

標柱１号から標柱２９号までを順次結んだ線及び標柱１号と標

柱２９号を結んだ線により囲まれた土地の区域

同字6131番

52地先まで

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成19年６月28日小林市大字

細野字夷守

4922番６地

先から同市

同大字同字

4892番３地

先まで

霧島公

園小林

線

県道104

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成19年６月28日小林市大字

北西方字西

ノ迫6131番

52地先から

同市同大字

同字6131番

52地先まで

石阿弥

陀五日

市線

県道404

標 柱 の 存 す る 土 地標柱番号

東臼杵郡椎葉村大字大河内字上岳ノ枝尾２０２４−４31

〃 〃 〃 〃 ２０２４−３72

〃 〃 〃 〃 １９３９−９83

〃 〃 〃 〃 〃4

〃 〃 〃 〃 〃5

〃 〃 〃 〃 〃6

〃 〃 〃 〃 〃7

〃 〃 〃 〃 〃8

〃 〃 〃 〃 ２０２６−１9

〃 〃 〃 〃 ２０２４−４310

〃 〃 〃 〃 〃11

〃 〃 〃 〃 〃12

〃 〃 〃 〃 〃13

標 柱 の 存 す る 土 地標柱番号

東臼杵郡門川町大字川内字松ヶ原１２５８−２1

〃 〃 〃 〃 １２５８−１2

〃 〃 〃 〃 〃3

〃 〃 〃 〃 〃4

〃 〃 〃 〃 １２８１5

〃 〃 〃 〃 １２６２−４6

〃 〃 〃 〃 １２６２−５7

〃 〃 〃 〃 １２６０−２地先道路

敷
8

〃 〃 〃 〃 １２５９−５地先道路

敷
9

標 柱 の 存 す る 土 地標柱番号

延岡市塩浜町２丁目１９５１−１０1

〃 〃 １９３０−１2

〃 〃 〃3

〃 〃 〃4

〃 鶴ヶ丘１丁目１９３０−１０5

〃 〃 〃6

〃 〃 １９３０−９7

〃 〃 １９３１−６8

〃 〃 １９３４−３０9

〃 〃 １９２４−７10

〃 〃 １９３６11

〃 〃 １９５３−１９12

〃 〃 １９５３−３１13

〃 〃 １９３４−２６14
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４ 角田第３地区

茨 区域の表示

標柱１号から標柱２１号までを順次結んだ線及び標柱１号と標

柱２１号を結んだ線により囲まれた土地の区域

芋 標柱の表示

５ 中村地区

茨 区域の表示

標柱１号から標柱４号までを順次結んだ線、標柱４号と標柱

７号を平成１５年宮崎県告示第 609号で指定した土地の境界線に

沿って結んだ線、標柱７号と標柱８号を結んだ線及び標柱１号

と標柱８号を結んだ線により囲まれた土地の区域

芋 標柱の表示

地方自治法（昭和22年法律第67号）第 263条の２第２項の規定に

より、社団法人全国公営住宅火災共済機構から平成18年度経営状況

について次のとおり通知があったので、同条第３項の規定により公

表する。

平成19年６月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 事業実績

加入都道府県市区町村会員数 709

加入戸数 843,001戸

共済委託契約金額 7,511,809,878,000円

火災共済掛金 1,008,826,395円

被災戸数 460戸

火災共済給付金 393,510,652円

特定給付金 15,350,690円

復興建築助成戸数 115戸

復興建築助成金 51,982,005円

住宅災害見舞戸数 2,789戸

住宅災害見舞金 41,973,000円

住宅防火施設整備補助会員数 107

住宅防火施設整備補助金 48,096,100円

２ 収支計算

茨 収入

火災共済掛金収入 1,008,826,395円

建物管理の部収入 44,055,982円

その他の収入 2,834,643,512円

当期収入合計 憶 3,887,525,889円

前期繰越収支差額 53,798,324円

収入合計 臆 3,941,324,213円

芋 支出

事業費 692,350,264円

管理費 153,486,282円

建物管理費 25,894,669円

特定資産等取得支出 2,466,757,940円

当期支出合計 桶 3,338,489,155円

当期収支差額 憶−桶 549,036,734円

次期繰越収支差額臆−桶 602,835,058円

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

日之影土地改良区（日之影町）の役員の就任及び退任について次の

とおり届出があった。

平成19年６月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

延岡市鶴ヶ丘１丁目１９５５−１15

〃 〃 １９５３−２７16

〃 〃 〃17

〃 塩浜町２丁目１９５２−３18

〃 〃 １９４６−１19

〃 〃 〃20

〃 〃 １９５３−ロ21

〃 〃 １９３５22

〃 〃 １９３８−２23

〃 〃 １９３３−２７24

〃 〃 １９３３−２１25

〃 〃 １９３３−１９26

〃 〃 １９３３−３８27

〃 〃 １９３２−１28

〃 〃 １９５１−７29

標 柱 の 存 す る 土 地標柱番号

延岡市北方町角田字堀中尾丑６５５−１1

〃 〃 〃 上ノ原丑６６３−５2

〃 〃 〃 日操 丑６０１−８3

〃 〃 〃 上ノ原丑６５０−３4

〃 〃 〃 〃 丑６０１−１5

〃 〃 〃 〃 〃6

〃 〃 〃 日操 丑６３７−１7

〃 〃 〃 上ノ原丑６０２−１8

〃 〃 〃 〃 〃9

〃 〃 〃 日操 丑６３７−１10

〃 〃 〃 上ノ原丑６０９−２11

〃 〃 〃 日操 丑６１６−２12

〃 〃 〃 日操 丑６１８−２13

〃 〃 〃 〃 丑６３０−３14

〃 〃 〃 〃 丑６３５−３15

〃 〃 〃 〃 丑６３７−６16

〃 〃 〃 〃 丑６３７−１５17

〃 〃 〃 〃 丑６３７−５18

〃 〃 〃 〃 丑６３７−１９19

〃 〃 〃 〃 丑６３７−２２20

〃 〃 〃 堀中尾丑６５０−１21

標 柱 の 存 す る 土 地標柱番号

西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所字中村９１５４1

〃 〃 〃 〃 ９１５３−１2

西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所字中村９１５３−１3

〃 〃 〃 〃 ９１２１−１4

〃 〃 〃 〃 〃5

〃 〃 〃 〃 〃6

〃 〃 〃 〃 ９１１６−１7

〃 〃 〃 〃 ９１５４8

公公 告告
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（任期：平成23年５月29日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条の３第１項の規定に

より、紙屋第二地区県営土地改良事業（野尻町、畑地帯総合整備事

業）に係る土地改良事業計画を変更する。

なお、関係書類を次のとおり縦覧する。

平成19年６月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 縦覧に供する書類

変更に係る土地改良事業計画書写し

２ 縦覧期間

平成19年６月28日から平成19年７月27日まで

３ 縦覧場所

野尻町役場

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条の３第１項の規定に

より、ひえつき地区県営土地改良事業（椎葉村、中山間地域総合整

備事業）に係る土地改良事業計画を変更する。

なお、関係書類を次のとおり縦覧する。

平成19年６月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 縦覧に供する書類

変更に係る土地改良事業計画書写し

２ 縦覧期間

平成19年６月28日から平成19年７月27日まで

３ 縦覧場所

椎葉村役場

入札公告

一般競争入札を次のとおり実施する。

平成19年６月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 競争入札に付する事項

茨 調達件名 宮崎県警察本部庁舎（附属棟を含む。）で使用す

る電気

芋 調達案件の特質等 入札説明書及び仕様書による。

鰯 供給期間 平成19年10月１日午前０時から平成20年９月30日

午後12時まで

允 供給場所 宮崎県警察本部庁舎（附属棟を含む。）

印 入札方法 茨の調達物件について入札を実施する。入札金額

は、供給期間中の電気料金見込総額とする。落札決定にあたっ

ては、入札書に記載した金額に当該金額の 100分の５に相当す

る金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約希望金額の 105分の 100に相

当する金額を入札書に記載すること。

２ 契約に係る特約事項

茨 この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３４条の３の規定による

契約であり、県は、上記１の鰯の供給期間において次に掲げる

場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものと

する。

住 所氏 名役名

日之影町大字七折9031番地ロ大 里 敏 夫理 事 長

日之影町大字七折 14363番地杉 本 繁 喜副理事長

日之影町大字七折7854番地甲 斐 正 志理 事

日之影町大字七折9172番地工 藤 依 昭理 事

日之影町大字七折9260番地工 藤 紀 治理 事

日之影町大字七折9653番地佐 藤 憲 正理 事

日之影町大字七折 10420番地甲 斐 藤 男理 事

日之影町大字七折 11214番地２黒 木 忠 一理 事

日之影町大字七折 12760番地２甲 斐 公 明理 事

日之影町大字七折 13638番地桐 木 務理 事

日之影町大字七折8314番地菊 池 健 生監 事

日之影町大字七折 11491番地戸 高 利 徳監 事

住 所氏 名役名

日之影町大字七折9031番地ロ大 里 敏 夫理 事 長

日之影町大字七折 14363番地杉 本 繁 喜副理事長

日之影町大字七折7854番地甲 斐 正 志理 事

日之影町大字七折8314番地菊 池 健 生理 事

日之影町大字七折9106番地桝 田 隆 盛理 事

日之影町大字七折9514番地鳥 飼 豈 由理 事

日之影町大字七折 10420番地甲 斐 藤 男理 事

日之影町大字七折 11491番地戸 高 利 徳理 事

日之影町大字七折 12760番地２甲 斐 公 明理 事

日之影町大字七折 13638番地桐 木 務理 事

日之影町大字七折9653番地佐 藤 憲 正監 事

日之影町大字七折 11831番地田 崎 則 夫監 事
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ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件

契約に違反した場合

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本

件契約に係る県の歳出予算が減額又は削除された場合

芋 県は、茨の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損

害については、その賠償の責めを負わないものとする。

３ 競争入札に参加する者に必要な資格

この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を

すべて満たす者とする。

茨 平成19年宮崎県告示第 339号に規定する資格を有する者で、

業種が物品に関する業種で、営業種目がその他で、種目が（そ

の他）のものであること。

芋 電気事業法（昭和39年法律第 170号）第３条第１項の規定に

より一般電気事業者としての許可を得ている者又は同法第16条

の２第１項の規定により特定規模電気事業者として届出を行っ

ている者

４ 契約条項を示す場所及び期間

茨 場所 宮崎県警察本部会計課用度係

宮崎市旭１丁目８番２８号

郵便番号880-8509 電話番号（代）0985-31-0110

芋 期間 平成19年６月28日から平成19年８月７日まで（土曜日、

日曜日及び祝日を除く。）

５ 入札説明書の交付場所及び交付期間

茨 場所 宮崎県警察本部会計課用度係

芋 期間 平成19年６月28日から平成19年８月７日まで（土曜日、

日曜日及び祝日を除く。）

６ 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

茨 提出場所 宮崎県警察本部会計課用度係

芋 提出期限 平成19年８月７日午後５時00分

鰯 提出方法 持参又は送付（郵便にあっては書留郵便に限る。）

によること。

７ 開札の場所及び日時

茨 場所 宮崎県警察本部 １０２会議室

芋 日時 平成19年８月８日 午後１時30分

８ 入札保証金

入札保証金については、宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則

第２号）第 100条の規定による。

９ 入札の無効に関する事項

宮崎県財務規則第 125条に規定する入札は、無効とする。

10 落札者の決定の方法

予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。

11 契約に関する事務を担当する部局等

宮崎県警察本部会計課用度係

宮崎市旭１丁目８番２８号

郵便番号880-8509電話番号（代）0985-31-0110

12 契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

13 その他

茨 この競争入札による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づ

く政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情

検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場

合、調達手続の停止等があり得る。

鰯 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。

14 Summary

茨 Natureandquantityoftheproductstobepurchased:

ElectricitytobeusedinMiyazakiPrefecturalPoliceH-

eadquarters.

芋 Timelimitfortender:5:00.p.m.7,August,2007

鰯 Contactpointforthenotice:FinanceDivision,PoliceA-

dministrationDepartment,MiyazakiPrefecturalPoliceH-

eadquarters,1-8-28Asahi,MiyazakiCity,880-8509Japan.

TEL:0985-31-0110ext.2232
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